
２０２６年度 

公認競技役員・競泳公認審判員講習会 

 
 表記の講習会を次の要領で開催いたします。この講習会は(一財)広島県水泳連盟が行うもので、新しく

公認競技役員を希望される方、ならびに本年が更新で更新申請を希望される方が対象です。なお、競泳の

審判員資格の取得および更新のための講習会は、午前に行います４種共通の公認競技役員講習会に続いて

午後から行います。競泳以外の種目に関する審判講習会は別の日程で行いますので、午前の講習のみとな

ります。福山会場と広島会場のいずれかで受講いただければ結構ですので、参加申込書に希望する受講会

場を記入してください。 

 貴団体から一人でも多くの参加者を派遣いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 主  催  (一財)広島県水泳連盟 

 

２ 期  日  福山会場 ２０２６年４月１９日(日) １０：００～  

「福山通運ローズアリーナ（福山市緑町公園屋内競技場）２５ｍプール会議室」  

福山市緑町２－２       ℡(084)927-9910 

 

        広島会場 ２０２６年４月２６日(日) １０：００～ 

「ひろしんビッグウェーブ(広島市総合屋内プール)会議室」 

広島市東区牛田新町１－８－３  ℡082-222-2860 

(無料の駐車場はありませんので、予めご承知おきください) 

 

３ 申込方法 《新規》所定の申込用紙に必要事項を記入し、郵送もしくはＦＡＸでお願いします。 

       《更新》書類を郵送しますので、同封のハガキにて返信ください。 

 

４ 申 込 先 〒733-0003 広島市西区三篠町１－８－５ (一財)広島県水泳連盟 事務局 

             ℡ 082-836-5400    Fax 082-836-5405 

 

５ 費  用  ①講習受講料          ２，０００円 

        ②公認競技役員登録料      ４，０００円 

        ③競泳公認審判員登録料  Ｃ級 ４，０００円 

                     Ｂ級 ６，０００円 

                     Ａ級 ８，０００円 

 ①＋②＋③〔Ｃ級(更新・新規)の場合 2,000円＋4,000円＋4,000円で計１０，０００円〕を次の要領

でお振込みください。 

 

【費用振込み方法】 

《新規》所定の申込用紙に記入された方の費用をまとめて振込みください。通信欄には振込み代表者のお

名前をご記入ください。 

《更新》本人様が振込みください。通信欄に ｢種別（競泳・飛込・水球・AS・日本泳法）｣+「級(A,B,C)競

泳のみ」+｢競技役員番号（6 桁）｣+｢氏名｣を必ずご記入ください。  

《例》 競泳 Ａ級 ○○○○○○ 広島太郎 

 【注】払込手数料は、本人様がご負担ください。 

 【注】ご連絡先不明の場合は参加できないこともあるので十分注意してください。 

 

◎郵便振替口座 ０１３２０－４－１０８２７１  

◎ゆうちょ銀行 一三九 店 当座 ０１０８２７１  口座名義 一般財団法人 広島県水泳連盟  



 

６ 申込・振込み締切 ４月１４日(火) 

 

７ 持 参 物 ①写真１枚(３．５㎝×４．５㎝のパスポートサイズ) 

       ②筆記用具(ボールペン) 

       ③競技役員手帳(更新者のみ) 

 

８ 内  容 〔１〕公認競技役員講習(共通) 

  ９：３０～１０：００ 受付 

          １０：００～１０：１０ 諸連絡 

          １０：１０～１０：４０ 水泳一般①(水泳情報) 

          １０：５０～１１：３０ 水泳一般②(競技役員の役割と心構え) 

          １１：３０～      公認競技役員申請手続き 

競泳審判員以外の方はここで終了です。 

 

       〔２〕競泳公認審判員講習 

          １３：００～１３：４５ 競泳競技規則及び競技役員の動き① 

          １４：００～１４：４５ 競泳競技規則及び競技役員の動き② 

          １５：００～１５：４５ 素養テスト 

          １６：００～      競泳公認審判員申請手続き 

 

       〔３〕実技研修 

          指定の競技会で３回以上の研修 

 

９ 資格と申請条件(競泳) 

 Ｃ級審判員 ・18歳以上で、本連盟または加盟団体が開催する競泳競技公認審判講習会を受講した者 

       ・講習会受講後、実務を３日間以上研修し適性を認められた者 

 Ｂ級審判員 ・Ｃ級審判員取得後、実務を４年以上継続した者 

       ・加盟団体から推薦を受け、資格審査委員会で適正と認められた者 

 Ａ級審判員 ・Ｂ級審判員取得後、実務を４年以上継続した者 

       ・日本水泳連盟競技委員会から推薦を受け、資格審査委員会により適正と認められた者 


